
令和８年度『女性の起業応援センター相談会』

〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4

滋賀県立男女共同参画センター “Ｇ－NETしが”

TEL：0748-37-3751
※休所日はＨＰでご確認ください。

託児利用のご予約はこちらまで

[託児利用は7日前までに予約してください]
託児の対象は６カ月～就学前の乳幼児です。
託児の利用は無料です。
託児利用のご予約は県立男女共同参画センター
に電話でお申込ください。

相談会場は“Ｇ－NETしが”(JR近江八幡駅南口より５００ｍ）

[相談はマンツーマンです] 予約制
女性起業家の起業後の事業継続・事業拡大等に
ついて、専門の相談員が情報提供やアドバイスを
行います。
相談は何度でも利用できます。

女性の起業支援コンシェルジュが
対面で相談対応します

主催：滋賀県立男女共同参画センター
（受託事業者 ： 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ）

相談無料

予約制

無料託児あり

女性起業家の事業継続・
事業拡大をサポートします

月 日 曜日 時間・場所・申込み方法

７ 14 （火）
[相談時間]各日とも

①10時00分～１0時45分
②１1時00分～１1時45分
③13時0０分～13時45分
④1４時00分～14時45分
⑤1５時00分～15時45分

[相談場所]
滋賀県立男女共同参画センター

”G-NETしが”内『女性の起業応援センター』
[予約制]

予約は前日までに電話でお申込みください。
※予約は1度に1枠のみ、

予約中は他の枠の予約は受け付けられません。
相談枠に空きがある場合は当日も受付可能です。

８ 18 （火）

８ 25 （火）

９ １ （火）

９ 15 （火）

９ 29 （火）

10 20 （火）

１０ 27 （火）

11 17 （火）

1２ １ （火）

１２ 15 （火）

１２ 22 （火）

相談のご予約はコンシェルジュ専用電話まで

077(511)1420
受託事業者：滋賀県産業支援プラザ


